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午
前
十
時
開
議 

○
渡
部
教
育
長 

た
だ
い
ま
か
ら
令
和
六
年
第
六
回
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
定
例
会
を
開
会

い
た
し
ま
す
。 

 

ま
ず
、
次
第
の
１
、
令
和
六
年
第
五
回
定
例
会
会
議
録
の
承
認
に
つ
い
て
で
す
が
、
こ
れ

に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
会
議
録
を
承
認
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま
す
。 

 

次
第
の
２
、
本
日
の
署
名
委
員
を
指
名
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。
澁
澤
委
員
と
中
村
委

員
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 

本
日
は
、
議
案
八
件
と
事
務
局
か
ら
の
報
告
が
一
件
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
次
第
の
３
、
議
事
に
入
り
ま
す
。 

 

日
程
第
一
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
一 

議
案
第
十
九
号 

世
田
谷
区
教
育
振
興
基
本
計
画 

○
渡
部
教
育
長 

議
案
第
十
九
号
に
つ
き
ま
し
て
、
知
久
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長
よ
り

提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
知
久
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
十
九
号
、
世
田
谷
区
教
育
振
興

基
本
計
画
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

本
案
は
、
第
二
次
世
田
谷
区
教
育
ビ
ジ
ョ
ン
の
計
画
期
間
が
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
令
和

六
年
度
か
ら
令
和
十
年
度
の
世
田
谷
区
教
育
振
興
基
本
計
画
を
策
定
す
る
た
め
、
議
案
と
し

て
提
出
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

令
和
六
年
一
月
九
日
に
開
催
し
た
第
一
回
教
育
委
員
会
に
お
い
て
報
告
し
た
内
容
か
ら
大

幅
な
変
更
は
な
く
、
軽
微
な
文
言
整
理
等
の
修
正
を
行
い
、
取
り
ま
と
め
ま
し
た
。 

 

説
明
は
以
上
と
な
り
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
渡
部
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、
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ど
う
ぞ
。 

 
よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 
〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
十
九
号
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
二
か
ら
日
程
第
四
ま
で
を
併
せ
て
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
二 

 

議
案
第
二
十
号 

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

正
す
る
規
則 

 

日
程
第
三 

議
案
第
二
十
一
号 

世
田
谷
区
教
育
財
産
管
理
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

則 

 

日
程
第
四 

議
案
第
二
十
二
号 

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
事
案
決
定
手
続
規
程
の
一
部
改 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

正 

○
渡
部
教
育
長 

議
案
第
二
十
号
か
ら
議
案
第
二
十
二
号
ま
で
の
三
件
に
つ
き
ま
し
て
、
知

久
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長
よ
り
提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
知
久
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
十
号
か
ら
議
案
第
二
十
二
号

ま
で
の
三
件
を
一
括
し
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

こ
れ
ら
の
規
則
等
は
、
い
ず
れ
も
、
令
和
六
年
四
月
一
日
付
で
行
わ
れ
る
教
育
委
員
会
事

務
局
な
ど
の
組
織
改
正
に
伴
い
、
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

ま
ず
、
議
案
第
二
十
号
で
す
。
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則
と
な
り
ま
す
。 

 

資
料
の
最
後
の
ペ
ー
ジ
、
ち
ょ
っ
と
飛
び
ま
す
が
、
二
三
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
こ

れ
は
、
こ
の
た
び
の
組
織
改
正
案
を
一
枚
で
ま
と
め
た
資
料
で
ご
ざ
い
ま
す
。
内
容
と
い
た
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し
ま
し
て
は
、
学
校
へ
の
支
援
を
強
化
し
、
学
校
に
お
け
る
働
き
方
改
革
を
よ
り
一
層
推
進

す
る
た
め
に
、
働
き
方
改
革
推
進
担
当
係
長
を
学
校
教
育
部
学
校
職
員
課
に
新
設
い
た
し
ま

す
。 

 

次
に
、
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
に
お
き
ま
し
て
、
Ｓ
Ｔ
Ｅ
Ａ
Ｍ
教
育
を
は
じ
め
、
新
た
な
学

び
の
創
出
や
魅
力
あ
る
学
校
づ
く
り
、
地
域
や
企
業
、
教
育
機
関
と
の
連
携
等
に
関
す
る
各

取
組
み
を
集
約
し
、
九
十
校
そ
れ
ぞ
れ
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
で
き
る
と
と
も
に
他
課
と
の
連
携

し
た
体
制
づ
く
り
を
推
進
す
る
た
め
、
事
業
推
進
担
当
課
を
新
設
し
た
上
で
事
業
推
進
担
当

係
長
を
改
組
、
増
設
し
ま
す
。 

 

本
議
案
は
、
こ
の
組
織
改
正
に
伴
い
、
規
定
の
整
備
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。
詳
細
に
つ
き

ま
し
て
は
、
資
料
二
ペ
ー
ジ
の
案
文
、
四
ペ
ー
ジ
以
降
の
新
旧
対
照
表
の
と
お
り
と
な
っ
て

お
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
号
に
つ
い
て
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
一
号
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。
世
田
谷
区
教
育
財
産
管
理
規

則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
と
な
り
ま
す
。 

 

こ
ち
ら
も
、
組
織
改
正
に
伴
い
、
教
育
財
産
管
理
規
則
を
改
正
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

三
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
事
業
推
進
担
当
課
の
新
設
に
伴
い
、

世
田
谷
区
教
育
委
員
会
事
務
局
組
織
規
則
に
合
わ
せ
て
第
二
条
を
改
正
し
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
一
号
に
つ
い
て
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
に
、
議
案
第
二
十
二
号
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
事
案

決
定
手
続
規
程
の
一
部
改
正
と
な
り
ま
す
。 

 

こ
ち
ら
も
、
組
織
改
正
に
伴
い
、
教
育
委
員
会
に
お
け
る
事
案
決
定
手
続
規
程
を
改
正
す

る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

詳
細
に
つ
き
ま
し
て
は
、
資
料
二
ペ
ー
ジ
目
の
案
文
、
四
ペ
ー
ジ
目
以
降
の
新
旧
対
照
表

の
と
お
り
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。 
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以
上
、
こ
れ
ら
の
組
織
改
正
に
伴
い
、
規
則
等
の
改
正
に
つ
き
ま
し
て
は
、
令
和
六
年
四

月
一
日
か
ら
の
施
行
と
し
て
お
り
ま
す
。 

 

議
案
第
二
十
号
か
ら
議
案
第
二
十
二
号
ま
で
の
三
件
に
つ
き
ま
し
て
、
御
審
議
の
ほ
ど
、

よ
ろ
し
く
お
願
い
申
し
上
げ
ま
す
。 

○
渡
部
教
育
長 
た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
本
三
件
に
つ
い
て
、
一
括
し
て
採
決
す
る
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。 

 

こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
採
決
に
入
り
ま
す
。 

 

本
三
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
議
案
第
二
十
号
か
ら
議
案
第
二
十
二
号
ま
で
の
三

件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
五
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
五 

議
案
第
二
十
三
号 

第
三
次
世
田
谷
区
立
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン 

○
渡
部
教
育
長 

議
案
第
二
十
三
号
に
つ
き
ま
し
て
、
知
久
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長
よ

り
提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
知
久
教
育
政
策
・
生
涯
学
習
部
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
十
三
号
、
第
三
次
世
田
谷
区

立
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。 

 

本
案
は
、
第
二
次
世
田
谷
区
立
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
の
計
画
期
間
が
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
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令
和
六
年
度
か
ら
令
和
十
年
度
の
第
三
次
世
田
谷
区
立
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン
を
策
定
す
る
た

め
、
議
案
と
し
て
提
出
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

一
月
二
十
三
日
に
開
催
し
た
第
二
回
教
育
委
員
会
に
お
い
て
報
告
し
た
図
書
館
ビ
ジ
ョ
ン

（
案
）
か
ら
の
変
更
点
を
御
説
明
い
た
し
ま
す
。
二
ペ
ー
ジ
、
別
紙
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
修

正
点
を
ま
と
め
た
資
料
に
な
り
ま
す
。
本
文
一
六
ペ
ー
ジ
及
び
二
〇
ペ
ー
ジ
、
下
線
部
分
で

す
が
、
漫
画
の
記
載
に
関
し
て
の
修
正
を
行
い
ま
し
た
。
そ
の
ほ
か
、
軽
微
な
文
言
整
理
等

の
修
正
を
行
い
、
取
り
ま
と
め
て
お
り
ま
す
。 

 

説
明
は
以
上
と
な
り
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
ど
う
ぞ
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
渡
部
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
十
三
号
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
六
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
六 

議
案
第
二
十
四
号 

世
田
谷
区
立
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

部
を
改
正
す
る
規
則 

○
渡
部
教
育
長 

議
案
第
二
十
四
号
に
つ
き
ま
し
て
、
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長
よ
り

提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
十
四
号
、
世
田
谷
区
立
教
育
総

合
セ
ン
タ
ー
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
き
ま
し
て
御
説
明
さ
せ
て
い
た

だ
き
ま
す
。 

 

本
件
で
す
が
、
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
に
つ
き
ま
し
て
、
新
た
に
現
在
休
館
日
で
あ
る
日
曜
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日
も
開
館
す
る
に
当
た
り
、
休
館
日
を
変
更
す
る
た
め
、
世
田
谷
区
立
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー

条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
議
案
と
し
て
提
案
さ
せ
て
い
た
だ

き
ま
し
た
。 

 

改
正
内
容
に
つ
い
て
で
す
が
、
三
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
こ
ち
ら
は
新
旧
対
照
表

で
、
左
側
が
改
正
後
、
右
側
が
改
正
前
と
な
り
ま
す
。
第
二
条
第
一
項
第
一
号
を
御
覧
く
だ

さ
い
。
休
館
日
に
つ
い
て
、
日
曜
日
を
毎
月
の
第
二
日
曜
日
に
変
更
す
る
も
の
で
ご
ざ
い
ま

す
。 

 

な
お
、
本
規
則
は
令
和
六
年
四
月
一
日
か
ら
の
施
行
を
予
定
し
て
お
り
ま
す
。 

 

説
明
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
渡
部
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
十
四
号
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
七
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
七 

議
案
第
二
十
五
号 

世
田
谷
区
教
育
の
情
報
化
推
進
計
画 

○
渡
部
教
育
長 

議
案
第
二
十
五
号
に
つ
き
ま
し
て
、
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長
よ
り

提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長 

議
案
第
二
十
五
号
、
世
田
谷
区
教
育
の
情
報
化
推
進
計

画
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 

一
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
本
案
は
、
世
田
谷
区
教
育
の
情
報
化
推
進
計
画
（
平
成
二

十
六
年
度
～
平
成
三
十
五
年
度
）
の
計
画
期
間
が
終
了
す
る
こ
と
か
ら
、
後
継
計
画
と
な
る
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世
田
谷
区
教
育
の
情
報
化
推
進
計
画
（
令
和
六
年
度
～
令
和
十
年
度
）
を
策
定
す
る
た
め
、

本
案
を
議
案
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
二
月
九
日
に
開
催
し
た
令
和
六
年
第
三
回
教
育
委
員
会
に
お
い
て
報
告
し
た
計
画

（
案
）
か
ら
の
変
更
点
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
右
上
の
ペ
ー
ジ
番
号
、
一
四
ペ
ー
ジ
を
御
覧

く
だ
さ
い
。
１
、
教
育
デ
ー
タ
利
活
用
の
推
進
の
第
二
段
落
に
、
「
収
集
す
る
デ
ー
タ
に
つ

い
て
は
、
国
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ー
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
や
区
教
委
の
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
ポ

リ
シ
ー
を
踏
ま
え
て
利
用
目
的
を
明
確
に
示
し
、
適
切
に
運
用
し
ま
す
」
と
い
う
文
言
を
追

記
い
た
し
ま
し
た
。
こ
ち
ら
は
、
今
後
の
教
育
デ
ー
タ
利
活
用
の
推
進
に
向
け
、
学
習
ロ
グ

等
の
教
育
デ
ー
タ
の
利
用
目
的
を
明
確
に
し
、
適
切
に
運
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
改
め
て

計
画
上
に
明
記
し
た
も
の
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
渡
部
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
十
五
号
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

次
に
、
日
程
第
八
を
上
程
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 

〔
大
野
調
整
係
長
朗
読
〕 

 

日
程
第
八 

議
案
第
二
十
六
号 

学
校
教
育
に
供
す
る
電
子
計
算
組
織
の
運
営
に
関
す
る 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

○
渡
部
教
育
長 

議
案
第
二
十
六
号
に
つ
き
ま
し
て
、
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長
よ
り

提
案
理
由
の
説
明
を
お
願
い
し
ま
す
。 

○
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長 

議
案
第
二
十
六
号
、
学
校
教
育
に
供
す
る
電
子
計
算
組
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織
の
運
営
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
に
つ
い
て
御
説
明
い
た
し
ま
す
。 

 
一
ペ
ー
ジ
目
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
令
和
六
年
四
月
一
日
付
組
織
改
正
に
伴
い
、
学
校
教
育

に
供
す
る
電
子
計
算
組
織
の
運
営
に
関
す
る
規
則
を
一
部
改
正
す
る
必
要
が
あ
る
た
め
、
本

件
を
議
案
と
し
て
提
出
い
た
し
ま
す
。 

 

二
ペ
ー
ジ
を
御
覧
く
だ
さ
い
。
改
正
内
容
と
し
て
は
、
規
則
第
二
条
第
三
号
中
「
規
定
す

る
課
」
の
次
に
「
及
び
担
当
課
」
を
加
え
、
同
条
第
四
号
中
「
規
定
す
る
課
長
」
の
次
に

「
及
び
担
当
課
長
」
を
加
え
る
も
の
で
す
。 

 

三
ペ
ー
ジ
以
降
、
規
則
の
新
旧
対
照
表
を
示
し
て
、
変
更
点
を
朱
書
き
し
て
お
り
ま
す
の

で
、
御
覧
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。 

 

以
上
で
説
明
を
終
わ
り
ま
す
。
御
審
議
の
ほ
ど
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

○
渡
部
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

そ
れ
で
は
、
議
案
第
二
十
六
号
に
つ
い
て
採
決
を
行
い
ま
す
。 

 

本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
す
る
こ
と
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
件
を
原
案
の
と
お
り
承
認
い
た
し
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
次
第
の
４
、
報
告
事
項
の
聴
取
に
入
り
ま
す
。 

 

(1)
各
課
行
事
予
定
に
つ
い
て
、
本
件
に
関
し
て
、
井
上
教
育
総
務
課
長
よ
り
説
明
を
お

願
い
し
ま
す
。 

○
井
上
教
育
総
務
課
長 

そ
れ
で
は
、
令
和
六
年
四
月
の
各
課
行
事
予
定
に
つ
き
ま
し
て
御

報
告
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。 

 

初
め
に
、
教
育
委
員
会
定
例
会
の
予
定
で
ご
ざ
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
四
月
十
日
に
第
七
回

教
育
委
員
会
定
例
会
、
ま
た
、
二
十
三
日
に
第
八
回
教
育
委
員
会
定
例
会
が
そ
れ
ぞ
れ
予
定

さ
れ
て
ご
ざ
い
ま
す
。 
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ま
た
、
四
月
八
日
が
小
学
校
入
学
式
、
九
日
が
中
学
校
入
学
式
、
十
日
が
幼
稚
園
入
園
式

と
な
っ
て
ご
ざ
い
ま
す
。 

 

次
ペ
ー
ジ
以
降
に
各
課
の
詳
細
な
行
事
予
定
表
を
お
つ
け
し
て
お
り
ま
す
の
で
、
後
ほ
ど

御
確
認
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。 

 

報
告
は
以
上
で
ご
ざ
い
ま
す
。 

○
渡
部
教
育
長 

た
だ
い
ま
の
説
明
に
対
し
て
、
御
質
問
、
御
意
見
が
ご
ざ
い
ま
し
た
ら
、

ど
う
ぞ
。 

 

よ
ろ
し
い
で
す
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

(2)
そ
の
他
の
連
絡
事
項
等
は
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

本
日
は
、
資
料
配
付
が
二
件
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
御
覧
に
な
っ
て
お
い
て

く
だ
さ
い
。 

 

そ
れ
で
は
、
こ
こ
で
日
程
の
追
加
に
つ
い
て
お
諮
り
い
た
し
ま
す
。 

 

追
加
議
事
日
程
資
料
を
御
準
備
願
い
ま
す
。 

 

本
件
を
本
日
の
議
事
日
程
に
追
加
し
た
い
と
思
い
ま
す
が
、
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
本
日
の
議
事
日
程
に
追
加
す
る
こ
と
を
決
定
い
た

し
ま
す
。 

 

追
加
日
程
は
、
人
事
、
個
人
情
報
に
関
す
る
案
件
で
あ
る
た
め
、
地
方
教
育
行
政
の
組
織

及
び
運
営
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
、
非
公
開
の
会
議
と
い
た
し
た
い
と
思

い
ま
す
が
、
こ
れ
に
御
異
議
ご
ざ
い
ま
せ
ん
か
。 

 
 

 

〔
「
異
議
な
し
」
の
声
あ
り
〕 

○
渡
部
教
育
長 

御
異
議
な
し
と
認
め
、
追
加
日
程
の
審
議
は
非
公
開
の
会
議
に
よ
り
行
い

ま
す
。 
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ま
た
、
追
加
日
程
の
審
議
終
了
後
に
非
公
開
の
会
議
を
解
き
、
本
日
の
委
員
会
を
閉
会
い

た
し
ま
す
。 

 

な
お
、
そ
の
際
に
は
、
退
席
し
た
事
務
局
職
員
の
再
出
席
は
求
め
な
い
こ
と
と
い
た
し
ま

す
。 

 

非
公
開
の
会
議
に
当
た
り
ま
し
て
は
、
関
係
職
員
と
し
て
、
知
久
教
育
政
策
・
生
涯
学
習

部
長
、
小
泉
学
校
教
育
部
長
、
宇
都
宮
教
育
総
合
セ
ン
タ
ー
長
、
井
上
教
育
総
務
課
長
、
前

島
学
校
職
員
課
長
、
山
本
教
育
指
導
課
長
、
井
元
学
校
教
育
部
副
参
事
（
学
校
経
営
・
教
育

支
援
担
当
）
、
加
藤
教
育
相
談
課
長
、
書
記
の
大
野
教
育
総
務
課
調
整
係
長
の
出
席
と
い
た

し
ま
す
。 

 

そ
れ
で
は
、
ほ
か
の
事
務
局
職
員
及
び
速
記
者
は
御
退
席
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。 

 
 

 
 

 

午
前
十
時
十
五
分
非
公
開
の
会
議
開
始 

 
 

 
 

 

〔
非
公
開
の
会
議
〕 

 
 

 
 

 

午
前
十
時
二
十
二
分
非
公
開
の
会
議
終
了 

○
渡
部
教
育
長 

再
開
い
た
し
ま
す
。 

 

次
回
の
教
育
委
員
会
は
四
月
十
日
水
曜
日
午
後
二
時
三
十
分
か
ら
教
育
委
員
会
会
議
室
に

お
い
て
開
催
い
た
し
ま
す
。 

 

以
上
を
も
ち
ま
し
て
本
日
の
日
程
は
全
て
終
了
い
た
し
ま
し
た
。 

 

こ
れ
を
も
ち
ま
し
て
令
和
六
年
第
六
回
世
田
谷
区
教
育
委
員
会
定
例
会
を
閉
会
い
た
し
ま

す
。 

 
 

 
 

 

午
前
十
時
二
十
三
分
閉
会 

 


